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条

例

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
日

青

森

県

知

事

宮

下

宗

一

郎

青
森
県
条
例
第
三
十
九
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
十
九
条
第
六
項
」
に
、
「
及
び
第
二
項
の
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
二
号
中
「
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
」
を
削
り
、
「
除
く
」
の
下
に
「
。
次
条
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
見
出
し
中
「
部
分
休
業
」
を
「
第
一
号
部
分
休
業
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請
求
す
る
部
分
休
業
（
以
下
「
第
一
号
部
分
休
業
」
と
い
う
。
）
の
承
認
は
、
三
十
分
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
部
分
休
業
」
を
「
第
一
号
部
分
休
業
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
を
削
り
、
第
二
十
八
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
第
二
十
七
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
第
二
号
部
分
休
業
の
承
認
）

第
二
十
八
条

法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請
求
す
る
部
分
休
業
（
以
下
「
第
二
号
部
分
休
業
」
と
い
う
。
）
の
承
認
は
、
一
時
間
を
単
位
と
し
て
行
う
も
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の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
数
の
第
二
号
部
分
休
業
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

一
回
の
勤
務
に
係
る
日
ご
と
の
勤
務
時
間
に
分
を
単
位
と
し
た
時
間
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
勤
務
時
間
の
全
て
に
つ
い
て
承
認
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き

当
該
勤

務
時
間
の
時
間
数

二

第
二
号
部
分
休
業
の
残
時
間
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
残
時
間
数
の
全
て
に
つ
い
て
承
認
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き

当
該
残
時
間
数

（
法
第
十
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
一
年
の
期
間
）

第
二
十
九
条

法
第
十
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
一
年
の
期
間
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

（
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
条
例
で
定
め
る
時
間
）

第
三
十
条

法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
条
例
で
定
め
る
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
と
す
る
。

一

非
常
勤
職
員
以
外
の
職
員

七
十
七
時
間
三
十
分

二

非
常
勤
職
員

当
該
非
常
勤
職
員
の
勤
務
日
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
時
間

（
法
第
十
九
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
）

第
三
十
一
条

法
第
十
九
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
配
偶
者
が
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し
た
こ
と
そ
の
他
の
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
申
出
時
に
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
を
し
な
け
れ
ば
同
項
の
職
員
の
小
学
校
就
学
の
始

期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
養
育
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
と
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
事
由
）

第
三
十
三
条

法
第
十
九
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
由
は
、
職
員
が
法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
を
し
た
と
き
と
す
る
。

― 3 ―



附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
け
る
改
正
後
の
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条

例
第
三
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「
七
十
七
時
間
三
十
分
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
十
」
と
あ
る
の
は

「
五
」
と
す
る
。

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
日

青

森

県

知

事

宮

下

宗

一

郎

青
森
県
条
例
第
四
十
号

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
三
項
の
表
第
十
三
号
の
手
当
の
項
中
「
千
六
百
八
十
円
」
を
「
二
千
百
六
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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令
和
七
年
七
月
二
日

青

森

県

知

事

宮

下

宗

一

郎

青
森
県
条
例
第
四
十
一
号

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
一
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
日

青

森

県

知

事

宮

下

宗

一

郎

青
森
県
条
例
第
四
十
二
号

青
森
県
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

青
森
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
同
条
第
十
五
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。
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第
十
五
条
第
一
項
中
「
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
二
項
」
を
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
」
に
、
「
受
託
者
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
五
項
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
」

に
改
め
、
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
」
を
削
る
。

第
三
十
六
条
の
二
中
「
扶
養
控
除
額
」
の
下
に
「
、
特
定
親
族
特
別
控
除
額
」
を
加
え
る
。

第
百
四
十
三
条
第
三
項
中
「
の
協
定
」
を
「
に
規
定
す
る
円
滑
化
協
定
」
に
、
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
」
を
「
締
約
国
軍
隊
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
五
条
の
二
中
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
」
を
「
締
約
国
軍
隊
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
次
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
の
財
産
に
係
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
公
益
信
託
の
受
託
者
に
前
項
に
規
定
す
る
県
民
税
の
所
得
割
が
課
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当

該
公
益
信
託
の
受
託
者
は
、
各
公
益
信
託
の
信
託
資
産
等
（
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
及
び
負
債
並
び
に
当
該
信
託
財
産
に
帰
せ
ら
れ
る
収
益
及
び
費
用
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
固
有
資
産
等
（
公
益
信
託
の
信
託
資
産
等
以
外
の
資
産
及
び
負
債
並
び
に
収
益
及
び
費
用
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご

と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
者
と
み
な
し
て
、
県
民
税
に
関
す
る
規
定
（
第
三
十
五
条
、
第
三
十
五
条
の
三
及
び
第
三
十
五
条
の
四
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
各
公
益
信
託
の
信
託
資
産
等
及
び
固
有
資
産
等
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
さ
れ
た
各
別
の
者
に
そ
れ
ぞ
れ
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
八
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
七
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
六
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
第
十
一
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
六
第
一
項
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
の
六
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
一
条
の
七
第
四
項
」
を
「
第
十
一
条
の
六
第
四
項
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
一
条
の
七
第
五
項
」
を
「
第
十
一
条
の
六
第
五
項
」
に
改
め
る
。
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附
則
第
八
条
の
四
の
二
第
一
項
中
「
第
百
四
十
五
条
の
五
」
を
「
第
百
四
十
五
条
の
十
三
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
二
の
五
第
一
項
第
二
号
中
「
第
百
四
十
四
条
の
三
第
五
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
」
を
「
締
約

国
軍
隊
」
に
、
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
二
項
」
を
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
三
項
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
四
項
」
に
改
め
、
同

項
第
三
号
中
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
四
項
」
を
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
五
項
」
に
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
附
則
第
十

条
の
二
の
二
第
六
項
」
を
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
七
項
」
に
、
「
同
条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
」
を

「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
」
を
「
締
約
国
軍
隊
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

（
青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
六
項
中
「
又
は
同
号
ロ
」
を
「
若
し
く
は
同
号
ロ
」
に
改
め
、
「
有
し
な
い
も
の
」
の
下
に
「
又
は
前
事
業
年
度
に
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
法
人
（
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
青
森
県
県
税
条
例
第
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
青
森
県
県
税
条
例
附
則
第
八
条
の
四
の
四
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
所
得
等
課
税
法
人
以
外
の
法
人
で
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
金
の
額
が
一
億
円
以
下
の
も
の
又
は
同
号
ロ
に
規
定
す

る
所
得
等
課
税
法
人
以
外
の
法
人
で
資
本
若
し
く
は
出
資
を
有
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
地
方
税
法
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
七
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条

第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
青
森
県
県
税
条
例
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
改
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正
規
定
及
び
第
二
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
一
条
中
同
条
例
第
三
十
六
条
の
二
の
改
正
規
定
及
び
同
条
例
附
則
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に

次
項
の
規
定
は
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
一
条
中
同
条
例
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
十
五
条
第
五
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
条
例
附
則
第
八
条
の
四
の
二
第
一
項
の
改

正
規
定
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
一
条
中
同
条
例
附
則
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
は
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
、
第
一
条
中
同
条
例
附
則
第
三
条
の
二
の
二
の

改
正
規
定
は
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
青
森
県
県
税
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
七
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

改
正
後
の
条
例
第
百
四
十
三
条
第
三
項
及
び
第
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
の
軽
油
の
輸
入
及
び
軽
油
又

は
燃
料
炭
化
水
素
油
（
青
森
県
県
税
条
例
第
百
四
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
燃
料
炭
化
水
素
油
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
消
費
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽

油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
軽
油
の
輸
入
及
び
軽
油
又
は
燃
料
炭
化
水
素
油
の
消
費
に
対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

改
正
後
の
条
例
附
則
第
九
条
の
二
の
五
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以

後
の
軽
油
の
引
取
り
及
び
譲
渡
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
及
び
譲
渡
に
対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
日

青

森

県

知

事

宮

下

宗

一

郎
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青
森
県
条
例
第
四
十
三
号

青
森
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
（
平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
同
条
第
十
五
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
日

青

森

県

知

事

宮

下

宗

一

郎

青
森
県
条
例
第
四
十
四
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
中
「
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
」
を
「
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通

に
よ
っ
て
発
生
す
る
権
利
侵
害
等
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
二
条
第
三
号
」
を
「
第
二
条
第
四
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
日

青

森

県

知

事

宮

下

宗

一

郎

青
森
県
条
例
第
四
十
五
号

青
森
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
弘
前
市
の
項
中
「
三
九
七
人
」
を
「
三
九
四
人
」
に
改
め
、
同
表
外
ヶ
浜
町
の
項
中
「
三
五
人
」
を
「
三
四
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
日

青

森

県

知

事

宮

下

宗

一

郎

青
森
県
条
例
第
四
十
六
号

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
表
第
八
号
中
「
第
五
十
条
第
十
三
項
」
を
「
第
五
十
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
日

青

森

県

知

事

宮

下

宗

一

郎

青
森
県
条
例
第
四
十
七
号

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
一
部
」
を
「
全
部
又
は
一
部
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
議
会
議
員
及
び
青
森
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
日

青

森

県

知

事

宮

下

宗

一

郎
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青
森
県
条
例
第
四
十
八
号

青
森
県
議
会
議
員
及
び
青
森
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
議
会
議
員
及
び
青
森
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に
関
す
る
条
例
（
平
成
五
年
七
月
青
森
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
七
円
七
十
三
銭
」
を
「
八
円
三
十
八
銭
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
五
円
十
八
銭
」
を
「
五
円
六
十
二
銭
」
に
、
「
三
十
八
万
六
千
五
百
円
」
を
「
四

十
一
万
九
千
円
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
号
中
「
五
百
四
十
一
円
三
十
一
銭
」
を
「
五
百
八
十
六
円
八
十
八
銭
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
二
十
八
円
三
十
五
銭
」
を
「
三
十
円
七
十
三
銭
」
に
、
「
五

十
八
万
六
千
九
百
五
円
」
を
「
六
十
万
九
千
六
百
九
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
議
会
議
員
及
び
青
森
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期

日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
か
ら
適
用
し
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

― 12 ―



（ ）13 青 森 県 報 号外第61号令和７年７月２日 水曜日



（ ）14青 森 県 報 号外第61号令和７年７月２日 水曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭


